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お客様各位 

 
平素はひまわり証券に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
この度、ひまわりＦＸレギュラー口座「両建取引」に関して、規定変更を行いましたの

でお知らせいたします。 
 
【ひまわりＦＸ基本ガイドの変更箇所】 
該当ページ：ひまわり FX 基本ガイド P.23 
≪変更前≫ 

 
≪変更後≫ 

 
 
「両建取引」を申請される際は、「ひまわり FX 両建取引申請書」の注意事項を十分にお

読みいただき、ご理解の上申請されますようお願い申し上げます。 
 
本件に関してご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡ください。 
今後とも何卒よろしくお願いいたします。 
 
フリーコール：0120-86-9686(受付時間/08：00～18：00※土日祝日を除く) 
 
 

・一旦、両建取引を行えるようになった後は、“ファーストイン・ファーストアウト”

の適用を受けられる状態に戻すことはできません。 
 

・両建取引を行えるようになった後、“ファーストイン・ファーストアウト”の適

用を受けられるように戻す場合は、「ひまわり FX 両建取引解除申請書」をご提出

いただく必要があります。 
 


